
○ 気候風土適応住宅については、外皮基準が適用除外となり、かつ、一次エネ基準が合理化される。
（＝標準的な水準の設備の設置のみを要求）

○ 説明義務制度の創設をあわせ、本合理化措置の対象となる気候風土適応住宅の具体の仕様を例示。

○ 説明義務制度においては、建築士は、設計する住宅が気候風土適応住宅の要件に該当する場合は、合理化さ
れた基準への適否について、建築主に説明することとなる。

省エネ基準の合理化対象とする気候風土適応住宅の仕様の例示

〈仕様の例示〉
一 次のイからハまでのいずれかに該当するものであること
イ 外壁の過半が両面を真壁造とした土塗壁であること
ロ 外壁が両面を真壁造とした落とし込み板壁であること
ハ 次の(１)及び(２)に該当すること
(１) 外壁について、次の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当すること
(ⅰ) 片面を真壁造とした土塗壁であること
(ⅱ) 片面を真壁造とした落とし込み板壁であること
(ⅲ) 過半が両面を真壁造とした落とし込み板壁であること

(２) 屋根、床及び窓について、次の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該
当すること
(ⅰ) 屋根が化粧野地天井であること
(ⅱ) 床が板張りであること
(ⅲ) 窓の過半が地場製作の木製建具であること

二 所管行政庁が、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、前号に掲
げる要件のみでは、地域の気候及び風土に応じた住宅であると認められな
い場合において、当該要件に必要な要件（例：地域産の木材の使用を必須と
する）を付加したものを別に定めている場合には、これに適合していること

※ 所管行政庁は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、一、二に掲
げる要件では、地域の気候及び風土に応じた住宅であると認められない場合
においては、当該要件と同等であると認められるものを別に定めることができ
る。
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